


全国の空き家率は13.6%、東京都の空き家数は約81万戸。その約71%を占めるのは賃貸用の住宅で、中でも築30年
以上の物件は賃料が下がり続け、空き家率が高くなっています。しかしながら、リフォーム・リノベーションに多額

のコストをかけるのはオーナー様の負担が大きく、空き家のストックが増え続けているのが実情です。

はじめに

築古になるほど
家賃水準は低下



「改修費用がない」「入居者募集や管理が面倒」といった理由で空き家・空室になっている

物件の資産価値を向上し、安心・安定の賃貸経営を可能にします。

空き家を借り受け、ルーヴィスが全額負担で改修し、サブリースするサービスです。

築30年以上の空き家・空室 ルーヴィス負担で改修・運用 オーナー負担ゼロで価値UP

カリアゲとは



01オーナー負担ゼロで空き家・空室を改修
貸出想定賃料の42ヶ月分を上限に、費用をルーヴィスが負担して改修します。物件の特性を生かし、資産価値を向上する改
修を行い再生します。

02入居者募集・賃貸管理を代行
入居者の募集や入退去手続き、更新・再契約手続き、家賃回収、クレーム対応、入居中の修繕対応、退去時の原状回復リフ
ォームなど、賃貸管理業務を一手に引き受けます。それらに関わる費用も全て弊社で負担いたします。

03契約期間は7年〜8年
カリアゲの契約期間は7年～8年間。契約期間の終了後は、賃料の100%がオーナー様の収入となります。

04契約期間終了後は、オーナーの手元へ
契約期間の終了後、物件はオーナー様のお手元に戻ります。オーナー様による自己利用も、引き続き賃貸活用することも可
能。再生された物件を売却なされるオーナー様もいます。

05賃料の10%をオーナー様にお支払い
改修後は1ヶ月のフリーレント期間を設けて入居者を募集し、改修後２ヶ月目から、保証賃料として賃料の10%をオーナー
様にお支払いします。

06保証賃料は変動しません
契約期間中に保証賃料が変動することはありません。空室や家賃滞納が発生しても、オーナー様へのお支払いは弊社が保証
いたします。

07契約終了後の賃貸管理代行も可能
カリアゲ契約終了後もご希望があれば、賃料の5〜10%の管理料で賃貸管理を承ります。



空き家・空室をルーヴィスが借り受け、費用を負担して改修し、7〜8年運用
オーナー負担ゼロで建物の価値向上ができます

カリアゲの流れ



オーナー負担ゼロで
空き家・空室を改修

入居者募集
賃貸管理を代行

契約期間は
6年～8年

契約期間終了後は
オーナーの手元へ

賃料の10%を
オーナー様にお支払い

保証賃料率は
変動しません

指定管理会社への
賃貸管理委託も可能

契約終了後の
賃貸管理代行も可能

カリアゲの特徴



カリアゲ＋ α

耐震 断熱 外壁・屋根

解体・残置物撤去 売却サポート 企画

ご希望があれば、下記の内容もお見積・ご対応が可能です。※費用はオーナー様負担となります。



カリアゲの流れ

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

5
STEP

6
STEP

7

お問い合わせ
ヒヤリング・
ご相談

現地調査 ご提案
改修工事〜
賃貸運用

契約終了ご契約

2〜3週間 2週間 1ヶ月2〜3日 1週間

お電話、お問
い合わせフォ
ームにてお気
軽にお問い合
わせください。

TEL:
045-315-4486

受付時間：
月〜土
9:00〜18:00

物件に関する
詳しい情報や
ご希望をお伺
いいたします。

・築年数
・広さ
・いつから空
き家になって
いるか
・図面の有無
等

お立会いいただ
き、物件の確
認・調査をしま
す。
1時間程お時間
をいただきます。

想定賃料と工事
総工費を算出し
た上で、改修プ
ランをご提案い
たします。

ご提案内容に
了承いただけ
ましたらご契
約となります。

対面、非対面
どちらも対応
しております。

改修工事が約3
ヶ月、その後
賃貸募集を経
て運用開始い
たします。

賃貸中の管理
はすべてルー
ヴィスが行い
ます。

契約終了後は、
物件はオーナ
ー様の手元に
残ります。

その後の賃貸
管理を継続し
てお引き受け
することも可
能です。

7〜8年



7年間で見た赤羽の戸建のカリアゲ収支例



国立の戸建



虎ノ門ビル



向島の長屋



六本木のビル六本木のビル
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株式会社ルーヴィス

所在地 本社：横浜市中区真砂町3-33 セルテ11F

電話番号 045-315-4486（不動産部直通）

設立 2005年10月

資本金 44,350,000円

代表取締役 福井信行

事業内容 住宅店舗事務所の設計・施工/リノベーション施工・監理
空き家サブリース/不動産仲介・不動産賃貸業

登録免許 特定建設業許可：神奈川県知事許可（特－3）第79255号
宅地建物取引業：神奈川県知事（2）第29835号


